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６ その他主な改正項目
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⑴ 関連者間取引に係る書類の整理保存の特例の創設
青色申告の承認を受けている内国法人（以下「青色申告法人」といいます。）は、その関連者（※１）との間で関連者間取引（※２）を行った場合において、その

取引に関して受領し、又は作成した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類（自己の作成したこれらの書類でその写しがあるも
のはその写しを、これらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にはその電磁的記録を、それぞれ含みます。）で、法人税に関する法令
の規定により保存しなければならないこととされているもの（取引関連書類等）に、その取引に関する資産又は役務の提供の明細、その取引においてその青
色申告法人が負担することとなる費用の額の計算の方法等、その取引に係る対価の額を算定するために必要な事項の記載又は記録がないときは、その
記載又は記録がない事項（以下「特定事項」といいます。）を明らかにする書類（以下「特定事項記載書類」といいます。）をその取引を行った事業年度の申告
書の提出期限までに取得し、又は作成し、その特定事項記載書類を整理し、起算日（※３）から７年間、これを納税地等に保存しなければならない特例が創設
されました（法規59の２①）（※４、５）。
なお、普通法人等（内国法人である普通法人等（法150の２①）をいいます。以下同じです。）についても、同様の特例が創設されています（法規67の２①）。

※１ 関連者とは、法人で、その青色申告法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等（自己株式等を除きます。）の総数等の50％以上の株式等を直接又は間接に保有する関係その他の一定の特殊の関
係のあるものをいいます（法規59の２③）。なお、特殊の関係については、移転価格税制における関連者の考え方と同様です。

※２ 関連者間取引とは、次の⑴又は⑵の取引のうち、販売費、一般管理費その他の費用の額の基因となるものをいいます（法規59の２①）。
 ⑴ 関連者がその青色申告法人に対して行う工業所有権等の譲渡又は貸付け（工業所有権等に係る権利の設定その他工業所有権等を使用させる行為を含みます。）
 ⑵ 関連者がその青色申告法人に対して行う役務の提供のうち一定のもの

※３ 起算日とは、作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から一定の月数を経過した日をいいますが、その日は、基本的にその青色申告法人の確定申告書の提出期限となります（法規59②）。
※４ 特定事項記載書類の保存が法令の定めに従って行われていないことは、青色申告の承認の取消事由に該当します（法127①）。
※５ 特定事項記録書類に記載すべき特定事項を電子取引により取得した場合は、その特定事項を電帳法の規定に基づいて電磁的記録として保存しなければなりません（法規59の２②、電帳法７）。

［本制度のイメージ図］
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【適用時期】 青色申告法人の令和８年４月１日以後に開始する事業年度に行う関連者間取引について適用されます（改正法規附則８①）。なお、普通法人等も同様です（改正法規附則８②）。

各拠点の販売管理 費や 製品製造に
係る間接経費等を集約して、一定の
算定根拠を基に各拠点に一括配賦

受領した書類
（取引関連書類等）

必要な事項の記載なし

作成した書類等
（取引関連書類等）

必要な事項の記載なし

取引関連書類等に必要な事
項の記載がない場合には、
特定事項記載書類を新たに
取得し、又は作成して、整
理・保存しなければならない。
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⑵ 特定税額控除規定の不適用措置の見直し
大企業（一定の中小企業者又は農業協同組合等以外の法人）に係る特定税額控除規定の不適用措置の要件について、次の見直しが

行われた上、その適用期限が２年延長され、令和11年３月31日までとされました（措法42の13⑤）。
１ 特定税額控除規定に、重点産業技術試験研究費の額に係る税額控除制度（措法42の５）（９ページ参照）（繰越税額控除制度を除きま

す。）が追加されました（措法42の13⑤柱書）。
２ 継続雇用者給与等支給額に係る要件について、●大企業のうち黒字で一定規模以上の法人は、その増加割合が２％以上（改正前：

１％以上）とされ、●上記以外の大企業は、その増加割合が１％以上（改正前：前期の額を超えること）とされました（措法42の13⑤一）。
３ 地域未来投資促進税制及びカーボンニュートラルに向けた投資促進税制について、改正前の継続雇用者給与等支給額に係る要件

及び国内設備投資額に係る要件のいずれにも該当しないこととの要件が、継続雇用者給与等支給額に係る要件又は国内設備投資額
に係る要件のいずれかに該当しないこととの要件とされました（措法42の13⑤柱書）。

（参考１）地域未来投資促進税制（措法42の11の２②）及びカーボンニュートラルに向けた投資促進税制（措法42の12の６②）に係る不適用措置の要件は、特定生産性向上設備等投資促進税制と同様です（７ページ参照）。
（参考２）戦略分野国内生産促進税制（措法42の12の６③⑥）を適用しないこととする措置についても、上記２➊（法人規模による限定はありません。）及び３と同様の見直しが行われています（措法42の12の６⑭）。

改正前 改正後

不適用措置の適用を受けないための要件 ①継続雇用者給与等支給額 ②国内設備投資額 ①継続雇用者給与等支給額 ②国内設備投資額

●大企業（黒字で一定規模以上の法人） 対前期増加率１％以上 当期償却費総額の40％超 対前期増加率２％以上 当期償却費総額の40％超

●大企業（上記以外の法人） 前期の額を超えること 当期償却費総額の30％超 対前期増加率１％以上 当期償却費総額の30％超

一般試験研究 要件①②のいずれにも該当しない

⇒ その特定税額控除規定は不適用 要件①②のいずれにも該当しない
⇒ その特定税額控除規定は不適用特別試験研究

重点産業技術試験研究 －

地域未来投資促進税制 要件①②のいずれにも該当しない

⇒ その特定税額控除規定は不適用

要件①②のいずれかに該当しない

⇒ その特定税額控除規定は不適用
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

［不適用措置に係る要件の見直しのイメージ図］
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【適用時期等】令和８年４月１日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます（改正法附則50）。なお、重点産業技術試験研究費の額に係る税額控除制度に係る追加は産技法改正法の施行の日から
施行されます（改正法附則１十三）（９ページ参照）。

❶
❷

❶

❷
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⑶ 外国子会社合算制度の見直し（制度全体像における見直しの位置づけ）
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経済活動基準

A 事業基準
主たる事業が株式の保有、無形資産の提供、

船舶・航空機リース等でないこと
※ 一定の要件を満たす統括会社、金融持株会

社及び航空機リース会社は除外

Ｂ 実体基準
本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等

を有すること

C 管理支配基準
本店所在地国において事業の管理、支配及び

運営を自ら行っていること

Ｄ 所在地国基準（以下以外の業種）
主として本店所在地国で事業を行っていること

 又は
非関連者基準（卸売業など８業種）

主として関連者以外の者と取引を行っていること

【特定外国関係会社】
ペーパー・カンパニー／事実上のキャッシュ・ボックス／ブラック・リスト国所在のもの
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本制度について、次の見直しが行われました（措法66の６、66の９の２）。
１ 解散した部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に係る特例が創設されました（旧清算特例については、新清算特例に改組）。
２ ペーパー・カンパニー特例に係る資産割合要件について、一定の場合にその判定が不要とされました。
３ 税率が所得の額に応じて高くなる場合に最高税率を用いて租税負担割合の計算ができる特例について、一定の場合にその適用ができないこととされました。
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【適用時期】 外国関係会社（措法66の６②一、66の９の２①）の令和８年４月１日以後に開始する事業年度に係る課税対象金額及び部分課税対象金額等について適用されます（改正法附則63①④）。

［本制度の全体像と見直しのイメージ図］ 【２（ペーパー・カンパニー特例に係る「資産割合要件」の判定の見直し）】
本特例に係る「資産割合要件」の判定について、外国関係会社の事業年度

終了の時の総資産の額が０の場合には、その判定が不要とされた（措令39の
14の３⑥⑧⑨一～三）。

【３（租税負担割合の計算における「累進税率特例」の見直し）】
通常では適用されることが見込まれないような高額な所得の額の区分に最高税率が設定され

ているなどの特殊な累進課税制度については、累進税率のうち最も高い税率を用いて租税負担
割合を計算することができる特例を適用することができないこととされた（措令39の17の２②四）。

【１⑵（解散した部分対象外国関係会社等に係る
異常所得の計算方法の見直し）】

一定の部分対象外国関係会社等の解散後の一定
期間は、解散前の純資産等の額を用いて、異常所得
の金額を計算することとされた（措令39の17の３㉘㉙）。

【１⑶（解散した外国金融子会社等に係る異常資
本に係る所得の課税の見直し）】

一定の外国金融子会社等の解散後の一定期間
は、異常資本に係る所得の金額はないものとされ
た（措令39の17の４③）。

【１⑴（解散した部分対象外国関係会社等に係るステータス判定の特例の創設）】
一定の部分対象外国関係会社等が解散した場合であっても、解散後の一定期間は、引き続き部分

対象外国関係会社等に該当するものとみなすこととされた（措法66の６⑤⑥⑬、66の９の２⑤⑥⑬）。


